
令和４年度東京都身体障害者福祉法第15条指定医講習会資料 ぼうこう又は直腸機能障害 

【正誤表】 

 ２ 事例 

                                         下線部分が修正箇所です。 

誤 正 

P２３ 

〔解説〕 
 腸内容の漏れの状態が「大部分」であることか

ら、治療困難な腸瘻４級の判定は適当である。 

 

 

P２４ 

 障害程度等級についての参考意見 

 ４ 級相当 

P２７ 

３ 障害程度の等級 

（３）４級に該当する障害 

☑ 治癒困難な腸瘻があるもの 

 

 

 

P２８ 

〔解説〕 
 腸内容の漏れの状態が大部分でなく、 

P３７ 

□ 高度の排便機能障害 

P５３ 

（注） 

 なお、完全失禁とは、 

P６８ 

〔解説〕 
 腸内容の漏れの状態が大部分でなく、 

P７３ 

〔解説〕 

 高度の排尿・排便機能障があることから、 

 

P２３ 

〔解説〕 
 腸内容の洩れの状態が「大部分」であることか

ら、治療困難な腸瘻があり、かつ、腸瘻における

腸内容の排泄処理が著しく困難な状態として３級

の判定は適当である。 

P２４ 

 障害程度等級についての参考意見 

 ３ 級相当 

P２７ 

３ 障害程度の等級 

（２）３級に該当する障害 

☑ 治癒困難な腸瘻があり、かつ、腸 

瘻における腸内容の排泄処理が著し

く困難な状態又は高度の排尿機能障

害があるもの 

P２８ 

〔解説〕 
 腸内容の洩れの状態が大部分でなく、 

P３７ 

 ☑高度の排便機能障害 

P５３ 

（注） 

 なお、完全尿失禁とは、 

P６８ 

〔解説〕 
 腸内容の洩れの状態が大部分でなく、 

P７３ 

〔解説〕 

 高度の排尿・排便機能障害があることから、 

 

 


